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【本書の表記等について】 

 ・本書において「公共施設等」とは、対象となる公共施設、道路、橋りょう、下水道、用水路等、

公園のすべてを含みます。 

  「公共施設」とは、建築物等のいわゆるハコモノを中心とした施設を差します。 

  また、公共施設を除いた道路、橋りょう、下水道、用水路等、公園については、総称として「イ

ンフラ施設」と表記する場合があります。 

 ・本書では、より理解しやすいように次のように記載しています。 

   年の表記  (例) 2000年(H12) 

   年号の表記 (例) 昭和：S 平成：H 

   数値の表記 (例) １２，３４５ →1万2,345 

 ・端数処理について、次のようにしています。 

   文章中の合計数値等は、億円、万円などと記載しているため、グラフ等の数値の合計と一致し

ないことがあります。また、「約」をつけずに表記している場合があります。 

   図のグラフデータ等の数値は、端数処理により合計と一致しないことがあります。 

   「％(パーセント)」表記は、端数処理により合計値が「100％」にならない場合があります。 
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第１章 本計画の位置づけ等 

 

１－１ 背景・目的 

 (1) 公共施設等の老朽化 

小平市の公共施設は、急激に人口が増加した1960年代から1970年代にかけて学校施設

を中心に集中して整備し、1980年代以降も、市役所（市庁舎）や市民文化会館（ルネこ

だいら）など大規模な施設を整備してきました。現在では、これらの施設は整備後30年

以上が経過し、施設の老朽化が進んでいます。 

また、老朽化が進んでいるのは、公共施設だけではありません。日常生活や産業活動

等に欠かすことのできない道路や橋りょう、下水道、公園などのインフラ施設について

も、公共施設と同様に、経済成長や都市化の進展に伴い整備を行ってきましたが、これ

らも老朽化が進んでいます。 

人口の増加などにより成長を遂げてきたこれまでの時代とは異なり、今後は人口減尐

や人口構造の変化とともに、財政構造や公共施設等の利用需要も大きく変化することが

想定されます。これまで増え続けてきた公共施設等は老朽化が進み、その維持管理、改

修、更新にかかる費用は多額となり、その対策は今後の行財政運営における大きな課題

の一つとなっています。 

 

 (2) 国の動向等 

公共施設等の老朽化等に関する課題は、小平市に限ったことではなく、人口減尐期に

入った日本全体のすべての自治体で、課題解決に向けて早急に取り組む必要があるとさ

れています。 

国においては、「経済財政運営と改革の基本方針2013～脱デフレ・経済再生～」（2013

年(H25)6月閣議決定）、いわゆる「骨太の方針」において、「インフラの老朽化が急速に

進展する中、『新しく作ること』から『賢く使うこと』への重点化が課題である。」とし

ており、翌年の「経済財政運営と改革の基本方針2014～デフレから好循環拡大へ」（2014

年(H26)6月閣議決定）では、「民間能力の活用等」、「賢く使う視点からの取組」、「選択と

集中、優先順位の明確化」を推進するとしています。 

また、2013年(H25)12月には、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減

災等に資する国土強靱化基本法」が成立し、これに基づき2014年(H26)6月には、「国土強

靭化基本計画」が策定されました。この中では、公共施設等にかかる被害の最小化など

を基本理念とし、長寿命化計画に基づくメンテナンスサイクルの構築等の推進方策が示

されています。 

さらに、社会資本整備審議会の道路分科会では、2014年(H26)4月に「道路の老朽化対

策の本格実施に関する提言」がとりまとめられ、「最後の警告－今すぐ本格的なメンテナ

ンスに舵を切れ」として、「一刻も早く本格的なメンテナンス体制を構築しなければな

らない」としています。 



第１章 本計画の位置づけ等 

2 

このような背景のもと、2013年(H25)11月29日にインフラ老朽化対策の推進に関する関

係省庁連絡会議により「インフラ長寿命化基本計画」が決定され、目指すべき姿や必要

施策の方向性などが示されました。 

その後、2014年(H26)4月に総務省より「早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長

期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負

担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要」とい

う認識のもと、各地方公共団体に対し、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進す

るための計画（公共施設等総合管理計画）」の策定が要請されました。 

 

 (3) 本計画の目的 

本計画は、以上に示した人口減尐、公共施設等の老朽化、将来的な財政負担などの背

景などを踏まえ、公共施設等の安全・安心を確保するとともに、最適かつ持続可能なも

のとしていくため、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方を定

めることを目的とします。 

 

１－２ 本計画の位置づけ 

本計画は、小平市第三次長期総合計画の下位計画として、小平市における分野横断的な

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方を定めるものです。 

また、「インフラ長寿命化基本計画」（2013年(H25)11月、インフラ老朽化対策の推進に

関する関係省庁連絡会議）において策定することとされている「インフラ長寿命化計画（行

動計画）」及び2014年(H26)4月22日付、総財務第74号で総務省から策定要請のあった「公

共施設等総合管理計画」に該当するものであり、「公共施設等総合管理計画の策定にあた

っての指針」に基づき策定したものです。 

本計画は、公共施設、道路、橋りょうなどの各公共施設等の個別施設計画の上位計画と

して位置付け、すでに策定済の個別施設計画については、改定等の時期をとらえて、本計

画との位置づけを明記していきます。 

 

  【図表1-2-1 計画体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個別施設計画 

下 水 道 用水路等 公共施設 橋りょう 

公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 

小 平 市 第 三 次 長 期 総 合 計 画 

インフラ長寿命化基本計画 

（基本計画）【国】 

インフラ長寿命化計画 

（行動計画）【国】(各省庁が策定) 

個別 

施設 

計画 

個別 

施設 

計画 

道 路 公 園 
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１－３ 計画期間 

2017年度(H29)から2026年度(H38)までの10年間としますが、公共施設等の目標耐用年数

は長期にわたるため、計画期間以降の長期的な視点を持って策定しています。 

今後、次期長期総合計画が策定される見込みであり、個別施設計画の改定などの可能性

もあります。新地方公会計制度における固定資産台帳の整備などにより、新たな情報の整

理も想定されるため、市を取り巻く状況などの変化を踏まえ、必要に応じて本計画の見直

しを検討します。 

 

  【図表1-3-1 各計画の計画期間】 

 1995 … 2005 2010 2015 2020 2025 2030 … 2043 … 2062 

 H7 … H17 H22 H27 H32 H37 H42 … H55 … H74 

第三次長期総合計画 

基本構想 
   

 
         

公共施設等 

総合管理計画 
     

 
       

個

別

施

設

計

画 

公共施設マネジ

メント基本方針 
     

 
       

公共施設マネジ

メント推進計画 
     

 
       

道路舗装維持管

理基本方針 
     

 
       

橋りょう長寿命

化修繕計画 
             

下水道長寿命化

基本構想 
    

 
        

用水路活用計画              

 ※個別施設計画のうち、公園については、「インフラ長寿命化基本計画」（2013年(H25)11月、イン

フラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）で定められている2020年度(H32)までに策定予

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017(H29)- 

2026(H38) 

2006(H18)- 

2020(H32) 

2016(H28)-2062(H74) 

2017(H29)- 

2026(H38) 

2014(H26)- 

2023(H35) 

2014(H26)-2043(H55) 

1995(H7)～ 

2017(H29)～ 
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１－４ 対象施設 

本計画の対象とする公共施設等は、次のとおりです。 

なお、電気、ガス、水道といった小平市以外が管理を行っている社会基盤などについて

は本計画の対象外としています。 
 

  【図表1-4-1 対象とする公共施設等】 

公共施設 

（建築物等） 
道 路 橋りょう 下水道 用水路等 公 園 

   ※影響が小さい小規模な施設（ごみ集積所等）は除いています。 

   ※小平市が活用する公共施設等の敷地や普通財産などの土地については、維持管理や更新等の

対象とはなりませんが、公的不動産として有効活用等の方策を推進する必要があることから、

本計画の間接的な対象として位置づけます。 

 

１－５ 計画の構成 

本計画の全体構成は次のとおりです。 
 

  【図表1-5-1 計画の構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本計画の位置づけ・対象期間等 立 地 等 財 政 

第１章 第２章 小平市を取り巻く状況 

第３章 公共施設等の現状と課題 

道 路 下 水 道 用 水 路 等 公 園 公 共 施 設 橋 り ょ う 

第４章 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

共通の基本的な考え方 

推進体制・進行管理 

第６章 

人 口 

道 路 下 水 道 用 水 路 等 公 園 公 共 施 設 橋 り ょ う 

土  地 

第５章 公共施設等の更新費用等の試算 

合  計 

道 路 下 水 道 用 水 路 等 公 園 公 共 施 設 橋 り ょ う 
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第２章 小平市を取り巻く状況 

 

２－１ 立地等 

 (1) 小平市の位置・地勢 

小平市は、東京都多摩地域の北東部、いわゆる武蔵野台地にあり、都心から西に約26

㎞のところに位置しています。 

市域の東側は西東京市、南側は小金井市と国分寺市、西側は立川市、北側は東久留米

市、東村山市及び東大和市と接しており、比較的平たんな地形が特徴となっています。

市域は東西10㎞、南北4㎞、面積は20.51㎢であり、多摩地域の26市中10番目の広さとな

っています。 

小平市は、新宿区との間を電車により30分で結ぶことなどから、都心部のベッドタウ

ンとしての性格を有するとともに、玉川上水・野火止用水など、過去から受け継がれて

きた豊かな自然環境に恵まれ、それらを生かした小平グリーンロード（市内一周緑道）

があり、市民の散歩道として親しまれています。 

 

 (2) 小平市の沿革 

小平市の周辺は水が乏しく、人が生活するには適さない場所でしたが、1654年(承応3

年)に羽村から江戸まで、多摩川の水を運んだ玉川上水の開通がきっかけで開拓の条件が

整いました。玉川上水から分水を引き、生活用水とすることで、江戸近郊の村落として

開発が進みました。 

7つの村が合併して、神奈川県北多摩郡小平村になり、現在の市域が確定しました（多

摩地域は1893年(M26)に東京府に編入）。昭和の初めには、学園地域の宅地分譲が進み、

軍の施設が造られるなかで、次第に人口も増え、1944年(S19)に小平町となりました。 

戦後、工場の進出もあって、都心部のベッドタウンとして人口が増加し、それに伴い

徐々に都市化が進み、1962年(S37)に市制を施行しました。 

その後も、高度経済成長や都市化の進展に伴い人口が急増し、2012年(H24)には市制施

行50周年を迎え、今日に至っています。 
 

  【図表2-1-1 小平市の沿革】 

時期 出来事 人口 

<資料 人口は住民基本台帳> 

1889年(M22) 小平村の成立 ― 

1944年(S19) 町制施行  1万5千人 

1962年(S37) 市制施行  7万1千人 

1972年(S47) 市制施行10周年 13万7千人 

1982年(S57) 市制施行20周年 15万人 

1992年(H4) 市制施行30周年 16万3千人 

2002年(H14) 市制施行40周年 17万5千人 

2012年(H24) 市制施行50周年 18万5千人 
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２－２ 人口推移と将来人口推計 

小平市は、1962年(S37)10月に市制を施行し、2012年(H24)には市制施行50周年を迎え、

この間人口はほぼ一貫して増加してきました。2015年(H27)の国勢調査では、初めて19万人

を超えました。 

「小平市人口推計報告書」（2012年(H24)6月）では、小平市の将来人口は国勢調査をもと

に推計すると、2015年(H27)をピークに減尐に転じると予測しています。推計では、2060

年(H72)には14万5千人となり、1970年(S45)から1975年(S50)の間と同程度、2015年(H27)

に比べて22.9％減尐することが想定されます。 

また、年齢３区分別人口では、年尐人口（0～14歳）は1975年(S50)以降減尐し、総人口

に占める割合は、1970年(S45)は25.3％でしたが2015年(H27)には11.9％となっています。

今後も減尐傾向が続き、2060年(H72)には、総人口に占める割合は9.4％となることが想定

されます。2015年(H27)と比べて38.9％、1970年(S45)と比べると60.5％減尐することが想

定されます。 

生産年齢人口（15～64歳）の総人口に占める割合は、60～70％程度と増加傾向にありま

したが、1990年(H2)の75.4％をピークに減尐傾向の局面に入り、2015年(H27)は65.2％とな

っています。今後もさらなる減尐が続き、2060年(H72)には56.4％となることが想定されま

す。1970年(S45)と比べると16.0％、2015年(H27)と比べると33.2％減尐することが想定さ

れます。 

老年人口（65歳以上）は、1960年(S35)以降長らく増加傾向であり、1970年(S45)に3.5％

であった高齢化率は1985年(S60)に7％を超えて「高齢化社会」に、2000年(H12)には年尐人

口と逆転するとともに14％を超えて「高齢社会」となりました。2013年(H25)には21％とな

り、「超高齢社会」に突入しました。今後も増加傾向が続き、高齢化率は2050年(H62)に34.6％

のピークを迎えると想定されます。その後老年人口は多尐減尐するものの、2060年(H72)

の高齢化率は34.1％となり、2015年(H27)と比べて14.8％の増加、1970年(S45)と比べると

928.6％と10倍となることが予想されます。 

小平市は、人口減尐に加え、かつて経験のしたことのない尐子高齢社会になることが想

定されます。そうした社会における公共施設等のあり方を検討する必要が生じています。 
 

  【図表2-2-1 人口推移と将来人口推計】 

  
1970(S45) 
（実績） 

2015(H27) 
（推計） 

2060(H72) 
（推計） 

2060変化率 

1970比 2015比 

総人口 137,373 188,832 145,586 +6.0% -22.9% 

年尐人口（0-14歳） 34,801 22,482 13,743 -60.5% -38.9% 

生産年齢人口（15-64歳） 97,741 123,053 82,151 -16.0% -33.2% 

老年人口（65歳以上） 4,831 43,296 49,693 +928.6% +14.8% 

<資料 国勢調査、小平市人口推計報告書> 
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  【図表2-2-2 人口推移と将来人口推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 国勢調査、小平市人口推計報告書> 
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２－３ 財政 

 (1) 一般会計における歳入・歳出決算額の推移 

歳入は、人口の増加に伴い、1990年代まで右肩上がりに伸びてきました。その後、500

億円程度で推移していましたが、ここ数年は600億円程度となっています。 

歳入の約5割を占める市税は、常に市の収入の根幹ですが、景気動向や税制の動きなど

によって、増減します。近年では、扶助費の伸びに対応する国・都支出金が伸びており、

歳入総額に占める割合が増加しています。 

 

 
 

  【図表2-3-1 歳入の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 市町村地方財政状況調査> 
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歳出についても、歳入と同様、1990年代まで右肩上がりに伸び、ここ数年は600億円程

度となっています。 

中でも、扶助費は、高齢化や保育需要に伴い増加しており、歳出総額の約3割を占め、

最大の行政需要となっています。 

公共施設等の整備などに関する投資的経費は、1970年代から1990年代初頭までは20％

から40％程度となっていましたが、それ以降減尐し、2015年度(H27)には7.3％となって

います。人口増加に伴う公共施設等の整備や景気動向等によって左右されていますが、

扶助費の増加などによって、歳出総額に対する割合が小さくなっています。 

こうした財政状況の中で、今後公共施設等をどのように更新、維持管理していくのか

が大きな課題となっています。 

 
 

  【図表2-3-2 歳出の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 市町村地方財政状況調査> 
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 (2) 公共施設等に関する費用 

   2006年度(H18)から2015年度(H27)までの公共施設等の整備などに関する投資的経費は、

用地取得費を除くと平均32億6千万円となっており、4割を公共施設が占めています。ま

た、用地取得費を含めた投資的経費全体の平均は、42億5千万円です。 
 

  【図表2-3-3 投資的経費の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 市町村地方財政状況調査、地方公営企業決算状況調査（法非適用）> 

 

   2011年度(H23)から2015年度(H27)までの公共施設等に関する維持管理費用は、平均28

億4千万円となっており、8割程度を公共施設が占めています。 
 

  【図表2-3-4 維持管理費用の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※公共施設については、2007年度(H19)から2011年度(H23)までの平均額を使用 

<資料 小平市公共施設データ集、道路課、下水道課、水と緑と公園課> 
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   それぞれの公共施設等における投資的経費や維持管理費用の推移は、以下のとおりと

なります。 
 

  ①公共施設 

    公共施設に関する用地取得費を除く工事等の額は、ばらつきはあるものの過去10年

間の平均で13億円となっています。 
 

  【図表2-3-5 投資的経費の推移（公共施設）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<資料 市町村地方財政状況調査> 

 

 

    公共施設に関する光熱水費や管理委託費等の維持管理費用は、統計資料のある2007

年度(H19)から2011年度(H23)までは22億円から23億円程度となっており、2012年度

(H24)以降も同額程度で推移していると思われます。 
 

  【図表2-3-6 維持管理費用の推移（公共施設）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 小平市公共施設データ集> 
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  ②道路 

    道路に関する用地取得費を除く工事等の額は、過去10年間の平均で5億5千万円とな

っています。2012年度(H24)は、東京都と市が協力して部分的な都道の整備を行う新み

ちづくり・まちづくりパートナー事業などにより用地取得費の金額が大きくなってい

ます。 
 

  【図表2-3-7 投資的経費の推移（道路）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<資料 市町村地方財政状況調査> 

 

 

    道路に関する剪定や清掃等の維持管理費用は、1億6千万円から2億2千万円程度とな

っています。 
 

  【図表2-3-8 維持管理費用の推移（道路）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 道路課> 
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  ③橋りょう 

    橋りょうに関する工事等の額は、年度によってばらつきがあり、費用が発生してい

ない年度もあります。2012年度(H24)、2013年度(H25)は桜橋の改修工事により金額が

大きくなっています。また、過去10年間における用地取得はありませんでした。 
 

  【図表2-3-9 投資的経費の推移（橋りょう）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<資料 市町村地方財政状況調査> 

 

 

    橋りょうに関する維持管理費用は、2013年度(H25)に定期点検等を行い、2014年度

(H26)からは職員による点検を行っています。 
 

  【図表2-3-10 維持管理費用の推移（橋りょう）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 道路課> 
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  ④下水道 

    下水道に関する工事等の額は、下水道事業特別会計で負担しており、過去10年間の

平均は5億2千万円となっています。また、過去10年間における用地取得はありません

でした。 
 

  【図表2-3-11 投資的経費の推移（下水道）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<資料 地方公営企業決算状況調査（法非適用）> 

 

 

    下水道に関する修繕費や管理委託費等の維持管理費用は、1億円前後となっています。 
 

  【図表2-3-12 維持管理費用の推移（下水道）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 下水道課> 
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  ⑤用水路等 

    用水路等に関する用地取得費を除く工事等の額は、過去10年間の平均で3千万円とな

っています。 
 

  【図表2-3-13 投資的経費の推移（用水路等）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<資料 市町村地方財政状況調査> 

 

 

    用水路等に関する管理委託費や修繕費等の維持管理費用は、4千万円から6千万円程

度となっています。 
 

  【図表2-3-14 維持管理費用の推移（用水路等）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 水と緑と公園課> 
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  ⑥公園 

    公園に関する投資的経費は、工事等の額、用地取得費ともに、年度によってばらつ

きがあります。2006年度(H18)、2007年度(H19)は緑地・公園の用地購入があり、また

2010年度(H22)は、中央公園西口地下自由通路の工事により金額が大きくなっています。 
 

  【図表2-3-15 投資的経費の推移（公園）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<資料 市町村地方財政状況調査> 

 

 

    公園に関する管理委託費や修繕費等の維持管理費用は、2億円以上となっており、公

園数の増加に伴い、毎年上昇しています。 
 

  【図表2-3-16 維持管理費用の推移（公園）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 水と緑と公園課> 
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 (3) 基金の推移 

小平市の貯金に当たる基金は、景気や大型公共施設の整備などに左右されながら推移

してきました。1990年度(H2)には総額169億円の基金残高がありましたが、市民文化会館

の整備やいわゆるバブル景気の崩壊による予算不足への補てんなどにより、1993年度

(H5)には69億円となりました。その後80億円から100億円程度で推移し、2015年度(H27)

末には100億円となっています。 

基金の目的別にみてみると、大幅な税収減や災害の発生などによる臨時の出費などの

備えや、年度間の財政の不均衡を調整するための財政調整基金は、2000年度(H12)頃から

は30億円前後を推移し、2015年度(H27)末には38億円となっています。 

公共施設の整備、改修に活用する目的の公共施設整備基金は、時代によって大きく増

減してきましたが、2000年度(H12)頃からは10～20億円で推移し、2015年度(H27)末には

22億円となっています。 

また、2016年度(H28)には下水道事業基金を創設しました。今後の下水道施設の維持管

理や更新を計画的に実施するために、必要な財源を確保していく予定です。 

 

 
 

  【図表2-3-17 基金の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 市町村地方財政状況調査> 
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 (4) 地方債等の推移 

小平市の借金に当たる地方債（借入金）残高の総額は、公共施設やインフラ施設の形

成に伴い、増加の一途をたどり、1996年度(H8)には891億円にまで膨らみました。その後

は、借入の抑制などによって、2015年度(H27)には376億円となっています。 

内訳として、一般会計は総額の動向と異なり、2004年度(H16)の441億円がピークで、

その後償還する元金分の金額を下回る借入額とするように借入抑制に努めたため減尐し

ています。2001年度(H13)以降は、借入金によって資産を形成しない、いわゆる赤字地方

債である臨時財政対策債が増加している状況となっています。 

下水道会計は、1990年度(H2)に市内全域の公共下水道整備が完了し、大規模工事が一

段落したため、地方債残高は同年度の339億円をピークに減尐し、2015年度(H27)には86

億円となっています。 

土地開発公社は、公共事業用地の先行取得に伴う借入により、1992年度(H4)には243

億円となりましたが、その後「小平市土地開発公社の経営の健全化に関する計画」（2001

年度(H13)）を策定するなど、債務の減尐に努め、2015年度(H27)には残高は0円となりま

した。 

 

 
 

  【図表2-3-18 地方債（借入金）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 市町村地方財政状況調査、地方公営企業決算状況調査（法非適用）、小平市土地開発公社決算資料> 
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 (5) 経常収支比率 

経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費等のように毎年度経常的に支出される経費

に充当された一般財源（「経常経費充当一般財源」といいます。）が、市税などのよう

に毎年度経常的に収入される一般財源（「経常一般財源」といいます。）に対する割合

をみることで、その団体の財政構造の弾力性を判断するものです。家計に例えると、給

料などの定期的に入ってくるお金に対して、家賃、食費、光熱水費、借金の返済などの

あらかじめ使い道が決まっているお金の割合がどの程度なのかを示したものです。 

毎年定期的に入ってくるお金が多く、毎年使い道が決まっているお金が尐なければ、

自由に使えるお金が多くなります。つまり、経常収支比率の数値が低いほど、新しい事

業や公共施設等の整備などにお金を振り分けることができます。 

1994年度(H6)以降は90％を超え、財政の硬直化が続き、厳しい財政状況であり、新た

な公共施設等の整備などに活用できる財源は尐なくなっています。 

 

 
 

  【図表2-3-19 経常収支比率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 市町村地方財政状況調査> 
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第３章 公共施設等の現状と課題 

 

３－１ 公共施設 

 (1) 公共施設の分類等 

公共施設には、以下のように市民の利用する図書館やスポーツ施設、行政サービスを

提供する市庁舎などがあります。 
 

  【図表3-1-1 公共施設の分類等】 

区  分 分  類 具体的な施設名 

行政系施設 

庁舎等 市庁舎、健康福祉事務センター等 

消防施設 消防団分団詰所等 

その他行政系施設 清掃事務所、建設事業所 

供給処理施設 供給処理施設 リサイクルセンター、リプレこだいら 

市民文化・社会教育系

施設 

地域コミュニティ施設 地域センター、公民館、元気村おがわ東等 

文化施設 市民文化会館（ルネこだいら） 

図書館 図書館 

博物館等 小平ふるさと村、平櫛田中彫刻美術館等 

スポーツ・レクリエー

ション系施設 

スポーツ施設 
総合体育館、テニスコート、グラウンド、プ

ール等 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 きつねっぱら公園子どもキャンプ場 

学校教育系施設 
学校 小学校、中学校 

その他教育施設 学校給食センター等 

子育て支援施設 
幼児教育・保育施設 保育園 

幼児・児童施設 児童館、学童クラブ等 

保健・福祉施設 

高齢者福祉施設 高齢者館、高齢者交流室等 

障害者福祉施設 
障害者福祉センター（たいよう福祉センタ

ー）、あおぞら福祉センター 

保健施設 健康センター 

その他社会福祉施設 福祉会館 

その他 その他 自転車駐車場、被災者一時生活センター 
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 (2) 公共施設の延べ床面積 

公共施設の延べ床面積は、2015年度(H27)末現在、31万3千㎡となっています。 

また、その内訳では、小・中学校の校舎・体育館などの「学校教育系施設」が全体の

60.8％を占めています。続いて「市民文化・社会教育系施設」が18.1％、「行政系施設」

が8.4％となっています。 
 

  【図表3-1-2 公共施設の延べ床面積の区分別割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 小平市公共施設白書（2015年度(H27)末に時点更新）> 

 

 

  

60.8%

18.1%

8.4%
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3.8%

3.6% 0.6% 0.5%

公共施設の機能別割合（延べ床面積）
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保健・福祉施設 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 子育て支援施設

供給処理施設 その他

学校教育系施設

市民文化・

社会教育系施設

行政系施設

延べ床面積

31.3万㎡
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 (3) 公共施設の整備状況 

小平市の公共施設は、急激に人口が増加した1960年代から1970年代にかけて、学校教

育系施設を中心に集中して整備し、1980年代以降も市役所（市庁舎）や市民文化会館（ル

ネこだいら）など大規模な施設を整備してきました。2000年代からは、大きな公共施設

の整備は行われていません。 
 

  【図表3-1-3 公共施設の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 小平市公共施設白書（2015年度(H27)末に時点更新）> 

 

 1960年代から1970年代にかけて、集中して公共施設を整備してきたことを背景に、公

共施設の老朽化が進んでいます。目標耐用年数に対する経過年数の割合である老朽化率

は、2015年度(平成27年)末現在、老朽化率50％以上が全体の約80.5％を占めており、20

年後には老朽化率80％以上の割合が80％を超え、多くの建物が更新時期を迎えます。 
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  【図表3-1-4 公共施設の老朽化率の推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 小平市公共施設白書（2015年度(H27)末に時点更新）> 

 

 (4) 公共施設の耐震化の状況 

 1981年(S56)以前の旧耐震基準による施設は、延べ床面積ベースで57.6％、1982年(S57)

以降の新耐震基準による施設は42.4％です。 

 旧耐震基準による施設は、多くの施設で耐震補強工事を実施し、2015年度(H27)末現在、

延べ床面積全体の96.0％が現行の耐震基準に適合しています。 
 

  【図表3-1-5 公共施設の耐震化の状況】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 小平市公共施設データ集（2015年度(H27)末に時点更新）> 
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３－２ 道路 

 (1) 市道等 

小平市内の市道は、実延長は231㎞あり、小平市域を一周する小平グリーンロード11

周分となります。その内訳は生活道路が多くを占めています。 

 

  【図表3-2-1 市道の状況】 

 
路線数 実延長合計(ｍ) 

幹線道路 50 30,475 

生活道路 980 200,933 

一般道路合計 1,030 231,408 

<資料 道路現況調書（2016年(H28)4月1日現在）> 

 

市道の整備は、従来から着実に進めてきており、舗装率はほぼ100％となっています。 

また、道路改良率も年々改善しており、2015年(H27)では74.2％となっています。一方

で、2014年(H26)に実施した路面性状調査の損傷割合（ひび割れ率）では、6.7％の市道

で「損傷度大」となっています。 

 

  【図表3-2-2 市道整備の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 道路課> 
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  【図表3-2-3 市道の路面性状の損傷割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 道路課（2015年(H27)3月現在）> 

 

このほか、市では認定外道路及び里道を管理しており、その維持管理も行っています。 

さらに、東京都が維持管理を行っている都道もあり、市道との接続など整合を図りな

がら整備、維持管理を行う必要があります。 
 

  【図表3-2-4 認定外道路等の状況】 

 
路線数 実延長合計(ｍ) 

認定外道路 152 13,180 

里道 223 44,030 

   ※市道と重複している延長が一部あります。 
<資料 道路課（2016年(H28)4月1日現在）> 

 

 (2) 都市計画道路 

都市計画道路は、都市計画法に基づき、位置や経路、幅員などが定められた都市の骨

格となる道路です。小平市の都市計画道路は、1962年(S37)に都市計画決定され、その後

数次にわたる変更を経て現在にいたっています。市内では、東京都が施行者となる路線

も含め、24路線、延長46㎞が都市計画決定されており、2015年度(H27)末現在、整備率は

42.6％となっています。 

2016年度(H28)から2025年度(H37)までの10年間で優先的に整備すべき路線などを定め

た「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」（2016年(H28)3月、東

京都・特別区・２６市・２町）において、小平市内では4路線6区間が優先整備路線に選

定されています。今後も、都市計画道路の整備を着実に進め、計画的かつ効率的に道路

ネットワークを形成していく必要があります。 
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40％未満
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  【図表3-2-5 都市計画道路の整備状況】 

（単位：ｍ） 

  路線名 延 長 整備済 整備率 概成済 未整備 

1 
小平３・１・２号 
（東京立川線） 

3,070 240 7.8 2,830 0 

2 
小平３・２・８号 
（府中所沢線） 

3,000 1,580 52.7 0 1,420 

3 
小平３・３・３号 
（新五日市街道線） 

8,580 670 7.8 0 7,910 

4 
小平３・４・４号 
（新青梅街道線） 

2,700 2,700 100.0 0 0 

5 
小平３・４・５号 
（高井戸小平線） 

390 0 0.0 0 390 

6 
小平３・４・６号 
（花小金井学園線） 

4,280 0 0.0 2,760 1,520 

7 
小平３・４・７号 
（府中清瀬線） 

3,380 3,380 100.0 0 0 

8 
小平３・４・９号 
（田無花小金井線） 

400 240 60.0 160 0 

9 
小平３・４・１０号 
（小平大和線） 

3,590 1,290 35.9 1,020 1,280 

10 
小平３・４・１１号 
（小川駅東線） 

130 130 100.0 0 0 

11 
小平３・４・１２号 
（小川駅西線） 

120 70 58.3 0 50 

12 
小平３・４・１３号 
（小平八坂線） 

80 30 37.5 0 50 

13 
小平３・４・１４号 
（東京街道線） 

970 140 14.4 830 0 

14 
小平３・４・１５号 
（花小金井駅南線） 

50 50 100.0 0 0 

15 
小平３・４・１６号 
（花小金井駅北線） 

430 430 100.0 0 0 

16 
小平３・４・１７号 
（小金井久留米線） 

3,300 3,300 100.0 0 0 

17 
小平３・４・１８号 
（府中小平線） 

3,110 2,420 77.8 690 0 

18 
小平３・４・１９号 
（小平駅久留米線） 

540 0 0.0 0 540 

19 
小平３・４・２０号 
（恋ヶ窪小川線） 

2,630 0 0.0 0 2,630 

20 
小平３・４・２１号 
（小川西町線） 

780 780 100.0 0 0 

21 
小平３・４・２２号 
（国分寺東村山線） 

1,780 430 24.2 0 1,350 

22 
小平３・４・２３号 
（国立駅大和線） 

1,320 1,320 100.0 0 0 

23 
小平３・４・２４号 
（小川橋青梅橋線） 

680 160 23.5 520 0 

24 
小平３・５・１号 
（三鷹駅国分寺線） 

600 200 33.3 400 0 

合  計 45,910 19,560 42.6 9,210 17,140 

<資料 都市計画道路担当（2016年(H28)3月31日現在）>  
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３－３ 橋りょう 

市内の橋りょうは、211橋あり、その多くが2ｍ未満の橋で、構造はボックスカルバート

やRC橋が多くを占めています。 

  「小平市橋りょう長寿命化修繕計画」（2014年(H26)3月）の対象である、主要道路等に架

かる橋りょう13橋※は、2014年(H26)時点で建設後50年を経過した高齢化橋りょうはないも

のの、2024年(H36)には5橋、2044年(H56)には8橋が建設後50年を超えることが見込まれま

す。 

  また、その他の橋りょうの多くは、設置時期が不明であるため、定期的な点検により現

状を把握し、適切な保全を行う必要があります。 
 

  ※「小平市橋りょう長寿命化修繕計画」に記載している橋数は12橋ですが、2016年(H28)3月に百

石橋が完成したため、これを追加し13橋としています（以下同様）。 

 

  【図表3-3-1 小平市の橋りょう】 

  2ｍ未満 
2ｍ以上 

15ｍ未満 
15ｍ以上 その他 合計 

Ｐ Ｃ 橋 0 9 2 0 11 

Ｒ Ｃ 橋 30 24 1 1 56 

鋼   橋 1 5 1 0 7 

ボックスカルバート 72 4 0 3 79 

木   製 0 4 0 0 4 

そ の 他 16 1 0 1 18 

不   明 13 8 0 15 36 

合   計 132 55 4 20 211 

<資料 道路課（2016年(H28)4月1日現在）> 
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３－４ 下水道 

小平市内の下水道事業は、1970年度(S45)より整備を開始し、汚水整備については1990

年度(H2)に全国で13番目という早さで整備が完了し、100％に達しています。分流地区の雨

水整備については、1992年度(H4)より整備を開始し、浸水被害箇所を優先とした整備を進

めています。2015年度(H27)末で合流地区、分流地区合わせて518㎞の施設ストックを保有

しています。 

公共下水道施設は、標準耐用年数である50年を間もなく迎えることから、今後、本格的

な改築・更新の時期を迎えます。 

  また、公共下水道施設の整備前に設置された、いわゆる在来管の維持管理などについて

も検討する必要があります。 

 

  【図表3-4-1 小平市の下水道整備の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 下水道課（2016年(H28)3月31日現在）> 
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３－５ 用水路等 

小平市の用水路は、1654年(承応3)に玉川兄弟が幕府の命を受けて完成させた玉川上水の

分水によるものです。小平の新田開発は、この用水路によってはじめられ、飲料水・農業

用水はもとより防火用水にまで広く利用されてきました。 

その後、小平の発展とともに、用水路は変貌していくこととなり、1965年(S40)に淀橋浄

水場が活動停止され、取水量が日量1,000㎥に減量されたために、流水のない用水路が増え

はじめ、機能維持が困難な状況になりつつあります。 

用水路延長は50㎞で、そのうち流水が確認できる用水路は33㎞、率にして66％となって

います。 

近年は、用水路の活用の一つとして、「水とのふれあい」や「生活にゆとりと潤い」をも

たらすため、親水整備を進めています。 

用水路の維持管理は、年1回の沼さらいをはじめ、日常の草刈りや用水路の詰まりなど、

用水沿いに住む市民の方のご協力をいただいています。 

  今後は、下流域まで流れる水量の確保に加え、保全、転用、売却といった活用区分の検

討、護岸整備、歴史的な土木遺産である胎内掘の保全整備などの課題があります。 

また、小平市内には、石神井川の源流である延長1.8㎞の河川があります。 

 

  【図表3-5-1 小平市の用水路の状況】 

  
用水路延長 

(km) 

境界確定延長 

(km) 

用水路幅員 

(代表幅員)(ｍ) 

親水整備・ 

緑道延長(ｍ) 

小川用水 17.1 15.5 3.6 2,103 

新堀用水 6.1 2.6 3.6 284 

鈴木用水 6.7 5.8 3.6 352 

田無用水 3.6 2.8 5.4 310 

大沼田用水 3.6 3.5 3.6 165 

野中用水 3.6 3.6 3.6 56 

砂川用水 3.5 3.5 1.8～3.6 667 

野火止用水 4.5 1.5 7.2 2,005 

関野用水 0.9 0.9 3.9～4.5 0 

合 計 49.6 39.7   5,942 

<資料 水と緑と公園課（2016年(H28)4月1日現在）> 

 

  【図表3-5-2 小平市の河川の状況】 

  河川延長(km) 河川幅員(ｍ) 

石神井川 

(普通河川) 
1.8 5.7～10.0 

<資料 下水道課（2016年(H28)4月1日現在）>  
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３－６ 公園 

小平市内には、304か所の都市公園があり、面積は0.35㎢で小平市域全体(20.51㎢)の

1.7％となっています。また、2014年度(H26)における人口一人当たりの公園面積は1.86㎡

となっています。その内訳は、「街区公園」が多くを占めており、小さな公園が数多くある

という特徴があります。 
 

  【図表3-6-1 小平市の公園の状況】 

 

都市計画公園 条例公園 合  計 

箇所数 面積(㎡) 箇所数 面積(㎡) 箇所数 面積(㎡) 

街区公園 23 58,693 272 169,211 295 227,904 

近隣公園 6 54,020   6 54,020 

運動公園 1 66,327   1 66,327 

特殊公園 1 377   1 377 

緑 地 1 2,654   1 2,654 

合 計 32 182,071 272 169,211 304 351,282 

<資料 水と緑と公園課（2016年(H28)4月1日現在）> 

 

  また、公園の数は、住宅地の開発などに伴い、民間事業者が造成するいわゆる提供公園

などにより一貫して増加傾向にあり、市民の憩いの場が増加する一方で維持管理に関する

費用も増加しています。 
 

  【図表3-6-2 小平市の公園数等の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※2003年度(H15)、2004年度(H16)は市町村公共施設状況調査における該当調査項目がないため、

水と緑と公園課資料 

<資料 市町村公共施設状況調査、水と緑と公園課> 
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３－７ 土地 

 (1) 小平市が活用している土地 

   小平市が公共施設、公園、道路等として活用している土地は、269万6千㎡で、市域全

体の13.1％となります（面積が不明である認定外道路・里道・用水路に関する用地、公

有財産使用許可により活用している用地は含まない。）。 

   そのうち、市が所有している土地が255万2千㎡で、94.7％を占めています。 

   また、国や東京都、個人などさまざまな地権者の協力によって公共サービスを提供し

ている借地が14万4千㎡あります。借地料は有償の場所と無償の場所があり、有償の借地

は3万9千㎡で、借地料は2015年度(H27)決算では1億6千万円となっています。 

   借地による事業実施の影響としては、借地料の他に、突発的な返還や買い取り要求の

可能性による事業実施の継続性へのリスクがあります。また購入が必要となった場合に

は当初想定していない費用が生じ財政を圧迫する可能性もあります。 

   なお、小平市は、市域全体が市街化区域であり、市街化調整区域はないため、市が活

用している土地についてもすべて用途地域が決まっています。 

 

  【図表3-7-1 小平市が活用している土地の保有形態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 平成27年度小平市一般会計歳入歳出決算書、 

平成28年度予算特別委員会参考資料集、道路現況調書> 

 

 

 

 

 

市有地

2,551,818㎡

94.7%

借地

143,855㎡

5.3%

小平市が活用している土地の保有形態

合計

2,695,672㎡
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  【図表3-7-2 主な有償借地】 

用途 面積（㎡） 
2015 年度（H27） 

決算額（円） 

市民文化会館 13,626.70  19,867,728  

自転車駐車場（１５か所） 12,156.40  55,616,580  

大沼グラウンド等 5,450.12  22,430,628  

市民広場（２か所） 3,536.26  15,278,772  

東部市民センター 2,203.73  23,053,434  

   ※大沼グラウンドには駐車場部分を含む。 

<資料 平成28年度予算特別委員会参考資料集> 

 

  【図表3-7-3 主な無償借地】 

用途 面積（㎡） 

保存樹林地（１７か所） 45,711.00  

公園用地（５か所） 28,161.42  

市民菜園（３か所） 11,878.20  

保存竹林（１３か所） 7,378.00  

保育園用地（２か所） 3,609.61  

<資料 平成28年度予算特別委員会参考資料集> 

 

 (2) 財産区分・用途別割合等 

   借地を除き、小平市が保有する土地における行政財産と普通財産の割合は以下のとお

りです。行政財産が99.0％を占め、ほぼすべてを公用または公共用として直接使用して

いる状況であり、未利用地がなく土地を有効活用していることがわかります。 
 

  【図表3-7-4 土地の財産区分割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<資料 平成27年度小平市一般会計歳入歳出決算書、道路現況調書> 

行政財産

99.0%

普通財産

1.0%

行政財産、普通財産の割合
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   小平市が活用する土地を用途別の面積割合でみてみると、「道路施設」が58.8％で一番

割合が多く、「学校」が15.7％、「公園」が14.2％として続きます。 

 

  【図表3-7-5 土地の用途別割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<資料 平成27年度小平市一般会計歳入歳出決算書、道路現況調書> 
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   この用途別の面積割合を、インフラ施設に関する土地と公共施設に関する土地で分け

ると、74.0％がインフラ施設に関する土地で、多くがインフラ施設を目的として使用さ

れていることがわかります。 

   インフラ施設は、道路や下水道など、日常生活や経済活動に直結する重要な基盤施設

であることから、規模を縮減していくことは困難です。今後、67万5千㎡の公共施設に関

する土地について、公共施設マネジメントの視点から、どのように活用していくかを検

討していく必要があります。 

 

  【図表3-7-6 土地の用途別割合】 

 
<資料 平成27年度小平市一般会計歳入歳出決算書、道路現況調書> 

 

(3) 未利用地 

小平市には、未利用の土地はほとんどなく、未利用地と捉えることができる売却可能

資産は、「平成２６年度小平市の財務書類」（2016年(H28)3月）において505㎡で、廃道敷

や廃滅水路などの変形地や狭あいな土地が主となっています。これは、前述のとおり、

保有している土地を有効に活用しているといえますが、今後、公共施設の更新に伴う事

業用地や仮設施設を建設する代替地についても考慮する必要があります。 

また、現在の公共施設が建てられている土地で、建ぺい率、容積率に余裕のある場所

もあります。今後、施設の更新などを機に、周辺環境やまちづくりの観点なども踏まえ

たうえで土地の有効活用について検討する必要があります。 

 

 

 

  

公共施設に

関する土地

674,805㎡

25.0%

インフラ施

設に関する

土地

1,994,589㎡

74.0%

普通財産

26,278㎡

1.0%

公共施設に関する土地と

インフラ施設に関する土地の割合
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第４章 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

４－１ 公共施設等に共通の基本的な考え方 

今後、公共施設等の老朽化は急速に進行し、多くの公共施設等で大規模改修や更新等の

時期を迎えるとともに、耐震対策なども必要となっています。 

一方で、人口減尐や尐子高齢化が進むことが想定され、今後の厳しい財政状況を踏まえ

ると、これまでの人口増加を前提とした仕組みや従来の考え方だけでは、すべてに対応す

ることが困難となります。 

したがって、以下の基本的な考え方をもって、公共施設等の総合的で計画的な管理を進

めます。 

 

 (1) 個別施設計画に沿った推進 

公共施設は、機能の統合や複合化などにより、総量を縮減することが可能なため、「小

平市公共施設マネジメント基本方針」（2015年(H27)12月）、「小平市公共施設マネジメン

ト推進計画」（2017年(H29)3月策定予定）に沿って、取組を進めていきます。 

インフラ施設は、日常生活や経済活動に直結する重要なライフラインであるとともに、

大規模災害時等には救援や災害復旧等においても重要な基盤施設であることから、各個

別施設計画に基づき、計画的な点検・修繕・更新等を行っていきます。 

なお、これらの取組を進める際には、常に整備から廃止・更新までのライフサイクル

全体を通したコスト縮減を考慮して推進します。 

 

 (2) 民間活力を活用した推進 

公共施設等の維持管理、更新等を持続的に行うためには、行政による対応のみでは限

界があることを踏まえ、民間の資金やノウハウ、創意工夫を最大限に活用して、コスト

の縮減、サービス水準の向上といった新たな価値の創出が必要です。 

そのため、民間等によるサービス提供が期待できる分野においては、その提供主体を

民間等へ移行することを検討するとともに、指定管理者制度やPFI手法などのPPP（公民

連携）について積極的に検討します。 

指定管理者制度を導入している施設については、その効果の検証を行い、今後の方向

性を検討します。 

また、より効果的なサービス提供のあり方や事業手法など、民間からの提案を受け入

れる仕組みの構築を研究します。 

 

 (3) 広域的な連携の視点 

交通手段や情報通信技術の進展により、日常生活圏は単一自治体の行政区域を越えて、

すでに広域的な広がりをみせており、複数の自治体による広域的な施設やサービスの利

用が、効果的・効率的で市民生活の利便性の向上につながることもあります。 
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小平市は、図書館・体育館などの公共施設において多摩北部都市広域行政圏（小平市・

東村山市・東久留米市・清瀬市・西東京市）及び国分寺市と、市民が相互利用できるよ

う連携しています。 

また、国や東京都の土地を借用して公共施設等を整備しているところもあります。 

今後とも近隣自治体や国・東京都との連携を継続するとともに、インフラ施設を含め、

さらなる効果的・効率的で広域的な連携の可能性を検討します。 

 

 (4) 防災・福祉・環境の視点 

   大規模災害の発生時には、学校などの公共施設は地域の避難所等として、道路や下水

道などは救援や災害復旧等における基盤施設として、重要な役割を担うことになります。

災害発生時に市民の安全・安心を確保するため、公共施設等の維持管理・更新等におけ

る視点の一つとして、平常時と異なる非常時の機能などを考慮します。 

   また、小平市福祉のまちづくり条例におけるユニバーサルデザインの理念に基づき、

福祉の視点を考慮した公共施設等の維持管理・更新等を行います。 

   さらに、「小平市地域エネルギービジョン」（2009年(H21)2月）に基づき、より一層の

省エネルギーの推進、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入に取り組み、公共施

設等の維持管理・更新等における視点の一つとして、低炭素社会づくりに向けた環境へ

の配慮を考慮します。 

 

 (5) 市が活用している土地に関する考え方 

   今後も厳しい財政状況が続き、公共施設の更新等が迫る見通しの中で、土地を資産と

して捉え、積極的な活用を行うことが重要となります。 

   市有地のうち、未利用地や公共施設の適正配置に伴い発生する土地は、当初の取得や

利用の経緯、周辺の土地利用状況など、地域の特性や将来の利用可能性など中長期的な

視点及び保持・活用のための経費なども考慮し、活用方法を検討します。さらなる公共

施設の適正配置のための建替え用地などとして活用する場合は、サービス提供の中断を

防ぐとともに仮設費用の縮減を図ることができます。市による利用の可能性が低い土地

は、面積、形状、周辺の土地利用状況などを考慮し、売却または有償による貸付などを

進め、歳入の確保を図ります。その場合、定期借地権の設定、民間事業者による提案な

ど、民間の活力を活用する公民連携を積極的に検討するとともに、公共的な価値を生み

出す方法についても検討し、効果的な活用を図ります。 

   有償の借地については、サービス提供の必要性や費用対効果を見極め、調整を行った

うえで借地契約の解消も検討します。 

   また、市有地の売却により得られた収入は、公共施設等の整備、運用の財源に充当す

るほか、公共施設整備基金に積み立てるなど、将来的な需要に対応するための備えとし

ます。 

   さらに、市有地の賃貸により得られた収入、借地の解消により不要となった借地料相

当額についても、公共施設等の整備、運用に関する財源としての活用を検討します。 
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４－２ 公共施設 

 (1) 点検・診断等の実施方針 

技術系職員等による法定点検、及び施設管理者等が行う自主点検を年1回行うとともに、

施設管理者に向けた研修会を開催します。 

自主点検は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010年(H22)3月）における点検マニ

ュアルに基づいて施設管理者が実施し、この結果修繕が必要と認められた箇所について

技術系職員が点検もしくは施設管理者へのヒアリングを実施します。 

 (2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

維持管理・更新等については、「小平市公共施設マネジメント推進計画」（2017年(H29)3

月策定予定）に基づき、財政状況等を勘案の上実施します。 

修繕については、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010年(H22)3月）に基づいて、

点検結果から導かれた情報について総合的に劣化度判定を行い、財政状況に応じた修繕

の優先順位を定め、コストの縮減及び平準化を図りながら施設の維持管理を行います。 

 (3) 安全確保の実施方針 

点検や診断の結果、老朽化により危険性が認められた建築物については、使用を避け

るなど、速やかに必要な措置を講じたうえで、安全確保のための工事の施工もしくは取

り壊し等について方針を定め、利用者や敷地周辺の安全を図ります。 

 (4) 耐震化の実施方針 

1981年(S56)以前の旧耐震基準による建築物は耐震診断を実施し、学校をはじめ多くの

施設は耐震化を進めてきましたが、診断や耐震化が未実施の施設が若干あります。 

建築物の使用状況などに応じて、引き続き耐震診断を実施し、その結果基準値に満た

ないものについては、耐震補強工事等の対応を行います。 

また、災害時の避難所としての安全性を高めるために、学校等の非構造部材の耐震化

を進めます。 

 (5) 長寿命化の実施方針 

「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010年(H22)3月）に基づき、施設ごとに作成して

いる保全計画の該当箇所を技術系職員が点検し、建築物の劣化状況等を把握するととも

に、施設間での目標整備水準を定めて、財政状況に応じた修繕等を実施します。 

また、維持保全はもとより、時代によって変化する性能要求に対応し、建築物の当初

の機能、性能を向上させる改良保全も可能な限り実施します。 

 (6) 統合や廃止の推進方針 

人口や財政状況、社会情勢等の変化による今後の行政需要を踏まえながら、持続可能

な施設総量とすることが必要です。選択と集中により公共施設の規模、施設数を見直し、

延べ床面積を縮減する中で、必要に応じて統合や廃止を行います。 
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 (7) 数値目標 

「小平市公共施設マネジメント基本方針」（2015年(H27)12月）で定めたとおり、2062

年度(H74)までに公共施設の延べ床面積を20％以上縮減します。また、「小平市公共施設

マネジメント推進計画」（2017年(H29)3月策定予定）においては、計画期間である2017

年度(H29)から2026年度(H38)までの10年間で、公共施設の延べ床面積の増減率を±0％と

しています。 

 

４－３ 道路 

 (1) 点検・診断等の実施方針 

「小平市道路舗装維持管理基本方針」（2017年(H29)3月策定予定）に基づき、定期点検

と簡易点検に分けて実施します。幹線道路の定期点検は5年ごとに実施し、機械調査（路

面性状調査）により行います。生活道路の定期点検はおおむね5年ごとに、職員の目視に

より行います。また、簡易点検は、随時、職員及び外部委託の道路パトロールにより行

います。 

 (2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

「小平市道路舗装維持管理基本方針」（2017年(H29)3月策定予定）に基づき、幹線道路

については、予防保全型管理を行い、維持補修の管理目標としてひび割れ率40％以下と

し、舗装の損傷度等による評価を行い、補修の優先順位を決定します。生活道路につい

ては、対処療法型管理を行い、ひび割れのほか、住民からの情報等を参考にした総合的

な判断により、原則として路面状況の悪い路線から修繕を実施します。幹線道路の更新

（全断面打換え）については、概ね3回目の補修時期に行います。 

また、都市計画道路については、「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事

業化計画）」に基づき、整備を着実に進め、計画的かつ効率的に道路ネットワークを形成

していきます。 

 (3) 安全確保の実施方針 

点検結果に基づき、適切な時期に補修、更新（全断面打換え）を実施することにより、

安全の確認を行います。 

 (4) 長寿命化の実施方針 

幹線道路については、予防保全型管理を取り入れることにより、長寿命化を図ります。 

 (5) 統合や廃止の推進方針 

道路は、日常生活や経済活動に直結する重要な基盤施設であることから、開発に伴う

里道の廃止などを除き、統合や廃止の考えはありません。 

 (6) 数値目標 

予防保全型として管理する幹線道路について、ひび割れ率40％以下を目標とします。 
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４－４ 橋りょう 

 (1) 点検・診断等の実施方針 

「小平市橋りょう点検要領」（2014年(H26)3月）に基づき、定期点検と簡易点検に分

けて実施します。定期点検は、道路橋（橋長2.0ｍ以上の橋りょう）に対して5年ごとに

実施し、そのうち予防保全型管理の橋りょうを業者委託により、対処療法型管理の橋り

ょうを職員により実施します。また、簡易点検は、随時、職員及び外部委託の道路パト

ロールにより行います。 

 (2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

予防保全型管理の橋りょうは、「小平市橋りょう長寿命化修繕計画」（2014年(H26)3

月）に基づき修繕を実施します。更新（架替え）の時期は、予防保全型管理の橋りょう

については設置から100年、対症療法型管理の橋りょうについては60年を目安として設定

しています。 

 (3) 安全確保の実施方針 

点検結果に基づき、適切な時期に修繕や更新（架替え）を実施することにより、安全

性を確保していきます。 

 (4) 耐震化の実施方針 

定期点検や日常点検の結果を踏まえ、必要に応じて耐震補強を実施します。 

 (5) 長寿命化の実施方針 

「小平市橋りょう長寿命化修繕計画」（2014年(H26)3月）に基づき、予防保全型管理

の13橋について長寿命化を図ります。 

 (6) 統合や廃止の推進方針 

橋りょうは、日常生活や経済活動に直結する重要な基盤施設であることから、統合や

廃止の考えはありません。 

 

４－５ 下水道 

 (1) 点検・診断等の実施方針 

「小平市下水道長寿命化基本構想」（2014年(H26)3月）に基づき、以下の実施方針を定

めています。 

①共通施設：施設全体について、4年で1サイクルの巡視を実施します。 

②点的施設：定期清掃(油脂清掃)路線やマンホールポンプは、年1回の点検を実施します。 

③線的施設：重要な路線は、10年で1サイクルの調査を実施します。 

④面的施設：重要な路線以外は、30年で1サイクルの調査を実施します。 

 (2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

「小平市下水道長寿命化基本構想」（2014年(H26)3月）に基づき、調査の結果により改

築及び修繕が必要な施設を発見した場合は、工事計画を立案し、更新工事等を実施しま

す。 

また、異常が発見された場合については、修繕により緊急的な対応を図ります。 
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 (3) 安全確保の実施方針 

「小平市下水道長寿命化基本構想」（2014年(H26)3月）に基づき、下水道施設の計画的

維持管理を行うことにより、道路陥没事故等のリスク低減を図り、日常生活や社会活動

に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止します。 

 (4) 耐震化の実施方針 

避難所、医療拠点及び防災拠点に接続する下水道の耐震化対象路線約10kmについては、

耐震性を確保しました。 

対象路線以外の耐震化については、今後実施する下水道長寿命化対策の中で実施する

予定です。 

 (5) 長寿命化の実施方針 

「小平市下水道長寿命化基本構想」（2014年(H26)3月）に基づき、下水道管の調査を実

施し、その結果により老朽化している区間について、改築または修繕を行い、耐用年数

の延伸を行います。 

 (6) 統合や廃止の推進方針 

下水道は、日常生活に直結する重要な基盤施設であることから、統合や廃止の考えは

ありません。 

 (7) 数値目標 

「小平市下水道プラン（後期計画）」（2016年(H28)3月）に基づき、2016年度(H28)

から2020年度(H32)までの5年間で、延長105kmの長寿命化対策にかかる点検、調査を行う

とともに、鈴木処理分区における長寿命化対策達成率を100％にします。 

 

４－６ 用水路等 

 (1) 点検・診断等の実施方針 

職員による現場パトロールの際に護岸・流水の確認や樹木の点検を行います。 

 (2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

流水の管理（スクリーン清掃、詰まり解消、浚渫）や樹木の剪定・伐採、草刈りを行

い、適切な維持管理に努めます。 

また、点検結果に基づき、適宜、護岸の修繕（安全鋼板）などを行います。 

 (3) 安全確保の実施方針 

樹木の点検結果に基づき、巨木や枯木の伐採を行います。 

また、用水路を横断する橋では、高さ1.1ｍ程度の転落防止柵を設置するとともに、用

水路沿いの開発事業では転落防止柵の設置を指導することで安全を確保します。 

 (4) 長寿命化の実施方針 

景観性に考慮しながら、耐久性のある材料を用いて修繕を行っていきます。 
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４－７ 公園 

 (1) 点検・診断等の実施方針 

職員による現場パトロールの際に公園施設の確認を行います。 

 (2) 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

点検結果に基づき、適宜、遊具や設備の修繕などを行うとともに、樹木の適切な剪定

を行います。 

 (3) 安全確保の実施方針 

遊具の保守点検を行い、劣化や故障部分の修繕を行います。 

樹木の点検を実施し、枯木の伐採を行います。 

 (4) 長寿命化の実施方針 

定期点検により遊具や設備の劣化等の状態を把握し、部材の取り換え、塗装等の適切

な維持管理を行い、長寿命化を図ります。 

 (5) 統合や廃止の推進方針 

利用が尐ない小さな公園の方向性について、今後検討します。 
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第５章 公共施設等の更新費用等の試算 

 

５－１ 公共施設 

更新等にかかる費用については、「小平市公共施設マネジメント推進計画」（2017年(H29)3

月策定予定）において、2062年度(H74)までに延べ床面積を20％以上縮減する前提で試算し

ており、ばらつきはありますが、維持管理費用を含めて本計画期間の10年間では449億円、

年平均45億円の費用が必要となります。計画期間以降では、2027年度(H39)からの10年間は

年平均63億円、2037年度(H49)からの10年間は年平均51億円と、計画期間以降の更新等にか

かる費用は、非常に大きな財政負担となります。公共施設マネジメントの取組を進め、対

応を図る必要があります。 

 

  【図表5-1-1 公共施設にかかる更新費用等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 道路 

更新等にかかる費用については、年間費用の上限額を定めて平準化を行う「小平市道路

舗装維持管理基本方針」（2017年(H29)3月策定予定）における試算として、年平均5億8千万

円としています。ここには、対処療法型管理の橋りょうに関する費用を含んでいます。2011

年度(H23)から2015年度(H27)までの平均である維持管理費用を含めると、7億6千万円が必

要となります。 

  また、市道の他、「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」におい

て2016年度(H28)から2025年度(H37)までの10年間で優先的に整備する路線に選定された都

市計画道路などの整備に、多額の費用が必要となることが想定されます。 
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  【図表5-2-1 道路にかかる更新費用等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－３ 橋りょう 

「小平市橋りょう長寿命化修繕計画」（2014年(H26)3月）は、規模が比較的大きく重要度

が高い13橋を対象とし、計画対象外の橋りょうについては、点検を実施し、状態を把握し

たうえで必要な対策を行う方針をとっています。対象の13橋は、予防保全型管理を行うこ

とでライフサイクルコストを軽減することができる試算をしています。ばらつきがありま

すが、計画期間の10年間では2,500万円が必要となり、計画期間以降では、2027年度(H39)

からの10年間は年平均400万円、2037年度(H49)からの10年間は年平均600万円が必要となり

ます。 

なお、対処療法型管理の橋りょうについては、道路における試算に含んでいます。 

 

  【図表5-3-1 橋りょうにかかる更新費用等】 
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５－４ 下水道 

2011年度(H23)から2015年度(H27)までの5年間の実績と「小平市下水道長寿命化基本構想」

（2014年(H26)3月）をもとに試算すると、更新等にかかる費用については、2017年度(H29)

からの10年間で合計85億円、年平均8億5千万円、維持管理費用については、2017年度(H29)

からの10年間で合計27億円、年平均2億7千万円が必要となります。計画期間以降では、2027

年度(H39)からの10年間は年平均14億4千万円、2037年度(H49)からの10年間は年平均15億3

千万円の費用が必要となります。 

 

  【図表5-4-1 下水道にかかる更新費用等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－５ 用水路等 

2011年度(H23)から2015年度(H27)までの5年間の実績をもとに試算すると、計画期間の10

年間では年平均7,600万円が必要となり、計画期間以降も年平均7,600万円を見込んでいます。 

 

  【図表5-5-1 用水路等にかかる更新費用等】 
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５－６ 公園 

2011年度(H23)から2015年度(H27)までの5年間の実績をもとに試算すると、計画期間の10

年間では年平均3億円が必要となり、計画期間以降も年平均3億円を見込んでいます。その

多くは、維持管理費用となっています。 

また、今後は都市計画公園の整備などについても検討する必要があります。 

 

  【図表5-6-1 公園にかかる更新費用等】 
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５－７ 公共施設等にかかる更新費用等の合計 

前述のそれぞれの公共施設等における更新費用等（維持管理費用を除く。）を合計すると、

以下のとおりです。 

橋りょう、下水道については、個別施設計画の中で平準化が図られているものの、合計

では年度によって23億円から65億円までのばらつきがあり、その大きな割合を公共施設が

占めています。 

また、計画期間の10年間の平均では、37億4千万円となり、2011年度(H23)から2015年度

(H27)までの過去5年間の平均27億6千万円を上回る試算結果となっています。 

今後は、更新費用等の財源確保に努めるとともに、前述の基本的な考え方に沿って公共

施設等の総合的で計画的な管理を行う必要があります。 

 

  【図表5-7-1 公共施設等にかかる更新費用等（合計）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※都市計画道路の整備、用地購入費等にかかる費用は含んでいません。 
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計画期間以降では、公共施設の更新等が多くあるため、2027年度(H39)からの10年間は年

平均57億円、2037年度(H49)からの10年間は年平均46億円の費用が必要となり、財政負担は

さらに増加します。計画期間以降を見据えた長期的な視点を持って推進していかなければ

なりません。 

 

  【図表5-7-2 計画期間以降の公共施設等にかかる更新費用等（合計）】 
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第６章 推進体制及び進行管理 

 

６－１ 推進体制 

本計画は、市政運営の最重要課題の一つとして様々な分野に関係するため、庁内関係部

署の横断的な連携体制により、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進します。 

 

 

６－２ 本計画の進行管理 

本計画の方針等は、すでに策定されている個別施設計画における内容が多くあるため、

進行管理は、各個別施設計画において行います。必要に応じて本計画の実施状況等の取り

まとめ等を行った場合には、その結果についてホームページなどで公表し、広く市民に周

知します。 

 

 

 

 

 

 

 


